
（別紙１）

Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和3年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

人権擁護委員会に
おいて、利用者支
援の在り方について
議論を行うことで、
職員の接遇や、日
常支援のなかで不
当な支援や差別が
行われないよう、検
証を行った。

名称

募集方法

札幌市あけぼの荘 所在地 札幌市白石区平和通４丁目南３番６号

社会福祉法人　札幌厚生会

平成３０年４月１日～令和５年３月３１日

所管局の評価

施設数：１

名称

施設利用者に対する生活支援、健康管理、給食の提供及び施設の設置目的を達成するために必
要な事業

項　目 実施状況

２，６３８．２６㎡

主要施設

身体上または精神上著しい障がいがあるために日常生活が困難な要保護者を入所させて、生活
扶助を行うこと。

非公募

施設利用者との継続的な信頼関係が求められ、長期的な視野に立った継続的な事業運営や人材
育成、ノウハウの蓄積などを特に必要とすることから非公募としたもの。

３　評価単位

指定期間

指定単位
施設数：１

指定管理者評価シート

事業名 札幌市あけぼの荘 所管課（電話番号） 保健福祉局総務部保護自立支援課（211-2992）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

昭和37年5月10日 延床面積

複数施設を一括指定の場合、その理由：

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

「一人ひとりの笑顔のため安らぎある心豊かな生活を
支えます」を基本理念に掲げ、それに加え「利用者の
人権とプライバシーを最も尊重します」「個々の意見
を尊重し、自主性を活かした支援に努めます」「心身
の健康を支援し、豊かな心と生きがいの持てる生活を
目指します」「安全面に配慮し、常に清潔な施設作り
を心掛けます」「地域に根ざし、開かれた施設を目指
します」「職員は自らの職責を自覚し、資質の向上を
目指します」の六つを基本方針とした管理運営に努
めた。様々な特性の利用者が生活する中、それぞれ
がイメージする生活の実現に向けて、個別支援計画
書を立案し、それを基に日常生活支援を実施した。

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者
の自己評価

基本理念、基本方
針を基にした支援を
実施した。個別支援
計画書に基づく支
援を行うことで、利
用者それぞれの自
己実現に向けて支
援を行った。

施設の基本方針の中にある、「利用者の人権とプライ
バシーを最も尊重します」「個々の意見を尊重し、自
主性を活かした支援に努めます」及び、職員の行動
指針に「差別の禁止」を掲げ、平等な福祉サービスの
提供を行った。また、人権擁護委員会において、利
用者支援の在り方について検討し、職員の意識向上
に努めた。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。
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４回

札幌市環境マネジメントシステムに則り環境保全行動
計画に基づき事業活動における環境への負荷の低
減に心がけている。特に二酸化炭素の削減に関する
事項を重点的に取組み、デマンド監視装置による電
気使用量の見える化、不要な照明の消灯やエアコン
の使用調整、暖房調整などにより電気・ガス・ガソリ
ン・ペーパー使用量等の削減意識の向上に努め、減
少した状態を維持することが出来た。その成果につ
いては定期報告を提出した。

省エネに対する職
員の意識が定着し
ている。全館の照明
がＬＥＤであること
や、デマンド監視装
置による見える化
も、継続した省エネ
の一助となってい
る。

札幌市保護自立支援担当部長、自立支援課長、指
導担当係長、札幌市あけぼの荘施設長、総務課長

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

協議・報告内容

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

開催回

＜協議会メンバー＞

欠員補充について
は迅速に行うよう努
めているが、応募件
数が少なく新規職
員の確保が非常に
難しくなっている。

生活支援記録シス
テムの導入による情
報共有が定着して
きている。事故防止
についても ヒヤ リ
ハット委員会を通じ
て「気づき」の傾向
や対応策を周知、
再確認することで情
報共有による対応
が行えている。

適正に執行した。

職員定数は確保されており、安定した利用者支援体
制を維持している。人材育成については、コロナ禍の
なか、ＺＯＯＭ、動画配信等を中心とした研修へ参加
した。また、施設内感染防止対策について、内部研
修を行い危機意識を共有した。

朝礼や朝夕のミーティングを行うほか、生活支援記録
システムの活用により、リアルタイムでの情報の共有
化を図る取り組みを行っている。日常的な危険事象
や、気づきを「ヒヤリハット報告書」にて積極的な報告
を行い、委員会にて対策案や事象の検証を行うこと
で、大きな事故を未然に防ぐ取り組みを行った。

指定管理者制度の要求水準に則った業者選定と、
法定の「社会福祉法人会計基準」に準拠した当法人
の経理規程に基づく契約を締結した上で、美装業
務、機械警備業務及び各種機械設備の保守点検を
第三者に委託し、業務の適正確保に努めた。受託者
を適切に監督し履行を確認した。

札幌市との間で特
に居室環境改善及
び暖房設備改善に
ついて重点的な議
論を行った。

・管理業務の状況報告（収支状況、利
用状　況、セルフモニタリング、苦情解
決体制、事故報告、施設設備）

・施設の運営状況と課題（居室環境改
善、札幌厚生会基幹相談窓口機能、
居宅生活訓練事業再開）

・管理水準の維持向上（生活困窮者自
立支援事業、居室環境整備、ＢＣＰ作
成）

・施設暖房設備の修繕及び居室環境
改善に関して
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利用者数の減少が
長期的に続いてお
り、大幅な収入の減
額となっている。利
用者数の安定した
確保は今後も大き
な課題としている。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上 労基法に基づく就業規則のほか、各種規程を整備した。

給与規程に基づき適正に職員給与を支給した。１０月に
は、最低賃金の改正に伴い、当該職員の給与単価を改
正し再契約を行った。３月には、労基法第３６条協定を労
使で締結し届出を行った。職員健康診断を労安法に基づ
き実施した（雇入れ時、定期検診１回/年、深夜業従事者
は２回/年）。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上(事故の有無
などの安全衛生面を含む)

▽　要望・苦情対応

苦情申し入れは３件であった。解決に向けては法人
内共通の委員会を設置しており、苦情解決規程に基
づき対応している。ご意見箱を施設内ロビーに設置し
ている他、口頭での申し入れについても要望・苦情と
捉え、提出されたご意見については、迅速かつ円滑
な解決に向けて取り組んだ。申立人への説明や広報
誌への掲載、施設内廊下への掲示物、朝礼や職員
会議で職員への説明・周知を行うことで情報を共有し
た。

定員９０名に対して平均利用者数は７６．８名と大きく
定員を割り厳しい運営状況であった。備品の仕入れ
先の見直しや安価な物への変更などコストの削減を
意識しながら、概ね予定していた事業は実施した。現
金及び預金の管理については当法人経理規程に基
づき適正に執行した。

適正に執行した。

事業日誌をはじめ各種日報、事業計画及び事業報
告、金銭の出納及び収支予算・決算に関する書類等
を作成し適正に管理した。また、利用者全員を対象と
したアンケート調査によるセルフモニタリングを実施し
た。指定管理業務実地調査においては、２点口頭指
導事項があり、適宜改善を行った。

適正に執行した。

適正に執行した。

利用者の安全については、外部業者に機械警備を
依頼しているほか、職員の非常時連絡網（一斉送信
システムの活用）を整備し有事に備えた。防犯カメラ
の設置（４台）を継続し、犯罪防止の一助とした。日常
的に職員の気づきを「ひやりはっと報告書」にて積極
的に提出し、対応策を検討することで、事故防止に
努めた。職員の行動指針に則り、業務の標準化に努
めた。社会福祉法人としての地域貢献活動を行った
（冬期間福祉除雪）。損害賠償保険は北海道社会福
祉協議会総合補償制度（賠償保険）に加入した。

適正に執行した。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

施設のホームページを公開し、概要、決算状況、行
事の様子などを掲載し、常に新たな情報を提供する
ため、きめ細やかな更新に努めた。また、ホームペー
ジはウェブアクセシビリティ基準ＡＡに準拠したものと
している。

（前回から管理指定継続のため引継ぎ業務なし）

▽　不承認 件、　取消し 件、　減免 件、　還付 件

▽　利用促進の取組

▽　引継ぎ業務

８１名

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

人数(人）

▽　○○に関する相談業務

▽　利用件数等

（4）事業の計
画・実施業務

▽　○○に関する学習機会の提供業務

▽　○○に関する情報収集及び提供業務

８５．３％

９０名

▽　○○に関する市民の自主活動及び交流の支援業務

（5）施設利用
に関する業
務

R２年度実績 Ｒ３年度計画

▽　防災

９０名

７６．８名

９０名

Ｒ３年度実績

７７．９名

定　員

利用者数

施設の快適な環境を保つため、床美装・ボイラー・エ
レベーター・受水槽・自家用電気工作物・消防用設
備等の点検を定期的に外部業者に委託し実施した。
機械警備を外部業者に委託し、定期的な報告を受け
た。施設内の清掃については、毎日行う日常清掃の
ほか、共有スペースを対象とした月例清掃を、利用者
との共同で行った。また、感染症対策として、手摺や
椅子などの消毒を毎日２回行った。施設設備や備品
の管理については、利用する際に支障が生じないよ
う定期的に点検を行い、必要に応じて、修繕および
備品の購入を行った。

予定通り執行した。

８６．６％稼働率(％) ９０％

（6）付随業務 ▽　広報業務

一般入所依頼件数
の低迷が続いてい
る。コロナ禍におい
ても感染拡大防止
対応を徹底しなが
ら、積極的なＰＲ活
動を行っていく必要
がある。一方では一
時入所の依頼が増
加傾向にあり、見守
り支援事業（施設近
隣アパート）を活用
しながら柔軟な受け
入れを行った。

居室環境について、プライベート空間の確保が出来
るよう、自費により一部居室の改修工事を行った。更
に、新たな利用者に選ばれる施設になるための、居
住環境整備について、札幌市と積極的な協議を重ね
た。施設への入所依頼については、感染拡大防止対
策を徹底しながら積極的に面談を行った。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。

予定通り執行し
た。

令和３年４月２７日部分訓練、１０月２７日検証部分訓
練を消防法に則り適正に実施し、所管消防署への届
け出を行った。消防計画を更新し、所轄の消防署へ
提出した。

適正に執行した。

※毎月初日在籍者ベース

一般入所の他、一時入所、札幌市との連携による
ホームレス等の緊急入所を実施している。

非該当
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

各種再委託については市内企業に発注した。障害者雇用につ
いては平成２４年度より定着している。生活困窮者自立支援事業
による、就労認定訓練については、今年度は対象者がいなかっ
た。社会貢献活動としては白石区内の福祉除雪を行った。

各種再委託及び福
祉除雪は、予定通り
実施した。障害者雇
用については、継
続雇用しており定着
してる。生活困窮者
自立支援事業につ
いては、今年度の
受け入れはなかっ
たが、対象者がいれ
ば認定就労訓練の
受け入れを今後も
行っていく。

令和４年３月に実施。施設利用者全員（入院者は除
く）にアンケート用紙を配布、全員回収８０名分。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

２　自主事業その他

▽　自主事業

結果概
要

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

総合満足度（92.5％）、職員の接遇に関すること
（97.5％）、以上の項目について要求水準以上の回
答を得られた。その他、食事に関すること（93.8％）、
行事に関すること（81.3％）、施設設備に関すること
（84.8％）についても調査し、概ね好評を頂いた。
（カッコ内の数字はアンケート調査で「とても満足」「ま
あ満足」「普通」が占める割合）

食事に関する要望については、順次献立に取り入れ
ている。設備や生活に関する要望では「一人当たりの
床面積を増やせるよう国に働き掛けて欲しい」、「収
納スペースを増やして欲しい」、「２人部屋にしてほし
い」、「ベッドにしてほしい」、「脱衣所が少し狭い」と
いった生活空間の狭さについての意見を頂いた。こ
のことについては、札幌市との協議材料とした。設備
の老朽箇所や使い勝手の悪い箇所については、順
次改修を行っていく。

アンケート調査のみ
ならず、日頃実施し
ている意見交換会
や会議、支援の場
面を通じて、利用者
のニーズ把握に努
め、今後もサービス
提供に反映させて
いく。

適正に実施され
ている。

要求水準を満た
した管理がなさ
れている。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

各条例に則り、全て適切に対応した。協定に関する契約（第三者
への委託、物品調達など）について、暴力団員や暴力団関係事
業者を相手とした契約は、行っていない。

積立資産支出

58,130

15,210

58,031

12,965

計画当初は平均利用者数８１名を見込んだが、実績としては７６．
８名と大きく下回り、大幅な収入減となったことから、人件費積立
金を取崩し充当した。（14,000千円）

収入については、
入所相談件数の低
迷が続いているなか
でも、一時入所の依
頼が増加傾向にあ
り、見守り支援事業
（近隣アパート）を活
用しながら柔軟な受
け入れに努めた。一
方で、一般入所から
の退所者も多く、人
員の増加には繋が
らず、大きく減小と
なった。支出につい
ては、備品の安価な
物への変更や、価
格調査により購入時
期の検討を行うなど
低コストを意識した。
また、収入減に合わ
せ支出も抑えた決
算とした。

各種積立金累計額　　　５８，０００千円

単年度の収支は大幅にマイナスとなったが、これまでの保有資金
より充当している。

その他の支出 2,600 4,110 1,510

収入-支出 0 171

3,540 3,436 ▲ 104

176,890 176,867 ▲ 23

支出 256,370

利用者負担金収入

指定管理業務（補助金）収入

積立資産取崩収入

▲ 99

▲ 2,245

事業費支出

事務費支出

36,970 33,449 ▲ 3,521

24,610 25,047 437

14,043 43

その他の収入 2,370 2,631 261

人件費支出

256,370

▽　収支

項目

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

255,580

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

Ｒ３年度決算 差（決算-計画）

255,409 ▲ 961

措置費収入 178,420 180,410 1,990

収入

Ｒ３年度計画

（千円）

４　収支状況

▲ 790

利用者数が当初
計画を下回った
結果、利用者負
担金収入が年度
当初の計画を大
きく下回ってお
り、支出面での
コスト削減を図
るも、最終的に
は積立金を取り
崩している。
利用者の増加に
よる収支の改善
が必要であるた
め、利用者確保
に向けた取組が
今後も求められ
る。

171

14,000
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（別紙１）

Ⅲ　総合評価

新型コロナ感染症対策として、職員の日常的なマ
スクの着用や手洗いうがい、施設内除菌作業を徹
底した。一方で、札幌市等の感染状況を注視しな
がら、外出や面会の一部制限解除なども行った。
感染対策に緩急をつけながらも、感染者を出さず
に推移することが出来た。

利用者の居室環境改善として、プライベート空間
を確保出来るよう、昨年度に引き続き、一部改修
を行った。

地域生活を希望される方への支援として、関係
機関との連携を強化するとともに、居宅訓練事
業を継続していく。また、必要に応じ、他法施設
への移管を進めていくことで、循環型セーフ
ティネット施設としての機能強化を行う。

施設サービスの在り方について、引き続き見直
しを行い、利用者自身が持つエンパワメントを
大切にする「支援しすぎない支援」をめざす。
多岐にわたるニーズに応えていくため、個別支
援計画の更なる充実を図る。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

最大の課題である新規入所者の確保について
は、数年来改善に至っていない。その大きな要
因として、旧来からの居室環境が考えらえる。こ
のことについては、建物の所有者である札幌市
と改善に向けて協議を続けており、来年度以降
も引き続き協議を続けていく。

救護施設は、心身に障がいのある方や、高齢
の方が利用者の多数を占めているため、事故
や感染症の予防など、安全や健康管理には特
に注意が必要であるが、様々な取組により、
適正な運営が図られている。
また、コロナウイルスに対する感染症対策に
ついては、施設外での一時見守り支援事業の
活用のほか、施設内の消毒の実施などによ
り、昨年度に引き続き、施設での感染は発生
していない。
入所人員の減少傾向が長く続いているが、施
設のＰＲ、一時入所の積極的な受け入れ、定
員の見直しや居住環境の改善等を含め、今後
も様々な検討・協議を続け、利用者の増加に
よる収支の改善、安定的な経営を期待した
い。

実地監査において、手当の算定方法及び資
産の経理処理について口頭指導があったた
め、所要の措置を講ずること。

基本的に業務仕様書に基づく要求水準を満たす
よう事業活動に努めた。

長期的に渡って大きな課題となっている人員確保
については、大きな改善に至ってはいないが、面
会室や会議室の活用に加え一時見守り支援事業
（近隣アパート）を有効的に活用し、利用者の柔軟
な受け入れを行った。また、入所相談について
は、関係機関への訪問や、リモートによる面談など
積極的な活動を行った。コロナ禍においては、施
設のＰＲ活動が、縮小を余儀なくされているが、感
染状況に配慮しながら病院等へのＰＲ活動を行っ
たことで、わずかではあるが入所実績につなげる
ことが出来た。
また、地域生活を希望されている方を対象に「居
宅生活訓練事業」を再開し、２名の方が地域生活
移行に向けて訓練を行うことが出来た。
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